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ステップアップ 畜産！ 

            西部農業事務所 家畜保健衛生課（西部家畜保健衛生所） 

 

～記事～ 

★新年度ご挨拶 

★ゴールデンウィーク期間中のＢＳＥ検査受付日程について 

★牛定期検査について 
★県外導入牛及び県外からの預託退牧牛の衛生検査 
★令和３年度群馬県原乳品質改善共励会の受賞者決定 

★令和４年度家畜人工授精師養成講習会の開催について 

★産業廃棄物管理票交付状況報告書の報告時期です！ 

★暖かくなってくると、ハエの発生が多くなります。 

★令和３年度 畜産試験場 研究成果発表会の動画配信について 

★令和４年定期報告書の提出について 

★西部家畜保健衛生所の新体制について 

～別添資料～ 

★農作業中の事故を防ぎましょう！！ 

★死亡牛の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について（対象者のみ） 

 
★新年度ご挨拶 

西部農業事務所家畜保健衛生課長  坂庭 あづさ 
令和４年 4 月 1 日付けで西部農業事務所家畜保健衛生課長に着任いたしました

坂庭です。西部家保ではこの度の人事異動により 6 名の職員が代わり、11 名の

新体制となりました。日頃からの皆様のご理解とご協力に感謝し、日々の業務を 

着実に進め、家畜衛生及び畜産振興の寄与に努めて参りたいと思います。 

さて、国内では、豚熱の発生を令和 3 年度は 14 事例（県内発生 4 事例を含

む）確認し、高病原性鳥インフルエンザの発生は、今季、家きんにおいて 23 事

例を確認しています。家畜飼養者の皆様には飼養衛生管理を徹底していただいて

いるところですが、野生動物にウイルスが浸潤している疾病の発生予防対策に

は、適切な消毒薬の使用や、人・動物・物品・車両等の動線に対し切れ目のない

対策などが必須です。飼養者の皆様には、農場での衛生対策並びに定期的なチェ

ックを継続していただき、また、関係者の皆様には、万が一の発生に対する迅速

な防疫措置の備えをお願いします。 

さらに、世界的な新型コロナウイルス感染症の発生やウクライナ情勢等も畜産

業界に影響を及ぼし、飼料や肥料の価格・流通などについてさらなる課題がのし

かかっています。飼養者、関係者及び家畜保健衛生所等が一丸となって課題に取



り組む必要があると思いますので、引き続きご理解とご協力をお願いし、新年度

のあいさつとさせていただきます。 

 

★ゴールデンウィーク期間中のＢＳＥ検査受付日程について 
死亡牛の牛海綿状脳症(ＢＳＥ)検査は家畜衛生研究所にて実施していますが、ゴ

ールデンウイーク中の実施体制は下記のとおりですのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

受付時間：午前９時～午後４時 

所在地：家畜衛生研究所 前橋市富士見町小暮 2425-3   

TEL：027-288-2106   FAX：027-288-2161 
 
★牛定期検査について 
 家畜伝染病予防法第 5 条に基づくヨーネ病発生予防の検査について、今年度

は、高崎市（旧高崎地区）、安中市で実施いたします。対象地域の皆様にはご協

力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

         令和４年度予定表 

対象地域 高崎市 

（旧高崎地区） 

安中市 

実施時期 11 月 7 月 

     ■対象牛：6 か月齢以上の搾乳用雌牛と繁殖用雌牛 

 

 

★県外導入牛及び県外からの預託退牧牛の衛生検査 
ヨーネ病の発生及びまん延防止のため、県外の農場から牛を導入(退牧)したら、ヨ

ーネ病の検査を受ける必要があります。また、市場で県外からの上場牛を購入した場

合も同様です。なお、肥育牛は対象外です。 

県外から牛を導入する際は、県外牛導入計画書の提出（FAX）もしくは家畜保健衛

生所までご連絡ください。 
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検査及び手数料 

・導入牛の異動履歴の全ての農場がカテゴリーⅠ農場であることを確認した場合 

→スクリーニング抗体検査(700 円) ※6 カ月齢未満は糞便遺伝子検査(1290 円)） 

・導入牛の異動履歴の全ての農場がカテゴリーⅠ農場であることが確認できない場合 

→スクリーニング抗体検査と糞便遺伝子検査 ※6 カ月齢未満は糞便遺伝子検査 

 

ご希望により、牛伝染性リンパ腫の抗体検査(5９0 円)、牛ウイルス性下痢症の抗原

検査(1290 円)も可能です。また、検査で陰性が確認されるまでは隔離飼育をお願い

いたします。 

 
 
★令和３年度群馬県原乳品質改善共励会の受賞者決定 

群馬県牛乳販売農業協同組合連合会主催の「令和３年度第６４回群馬県原乳品

質改善共励会表彰式」が令和４年３月１４日（月）農協ビル大ホールにおいて開

催されました。 

【上位受賞の生産者と西部管内で受賞された生産者】 

○ 農林水産大臣賞（1 位）      －農場（前橋市） 

○ 群馬県知事賞（2 位）       －農場（みどり市） 

○ 群馬県議会議長賞（3 位）     －農場（長野原町） 

 ○ 群馬県牛乳販連会長賞（10 位）  －農場（高崎市） 

 ○ 群馬県牛乳販連会長賞（27 位）  －農場（高崎市） 

 

なお、家畜保健衛生所では、農場や酪農団体とともに乳質向上のための取り組

みも行っています。生乳検査成績に基づく牛群管理で大きく成績が向上した事例

もありますので、お気軽にご相談ください。 

 

 

★令和４年度家畜人工授精師養成講習会の開催について 

講習会を次のとおり開催いたします。 

■講 習 会 開 催 期 間：令和４年６月３０日（木）～７月２９日（金） 

（ただし土・日・祝祭日を除く） 

■修 業 試 験：令和４年８月１日（月）～８月３日（水） 

■開 催 場 所：群馬県畜産試験場 

■受講申請書提出期限：令和４年 5 月２７日（金） 

■提 出 先：家畜保健衛生所 

受講を希望される方は、家畜保健衛生所までお問い合せください。 

 

 



★産業廃棄物管理票交付状況報告書の報告時期です！ 

死亡した家畜の処分を、処理委託契約を締結した業者に依頼した農家の皆様

は、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」により１年分の実績を取りまとめ

て、下記提出先へ令和４年６月末までにご提出ください。 

※詳細は、別添 各畜種の「産業廃棄物管理票（マニフェスト）について」をご覧下さい。 

〈提出先〉 

農場所在地 提出先 

 

高崎市の方 

高崎市 環境部 産業廃棄物対策課 

〒370-8501 高崎市高松町 35-1 

TEL：027-321-1325 

高崎市以外の 

市町村の方 

西部環境森林事務所 

〒370-0805 高崎市台町４-３ 

TEL：027-323-5530 

 
★暖かくなってくると、ハエの発生が多くなります。 
 気温が上昇するにつれ、ハエ幼虫の生育速度は飛躍的に早まるため、ハエの発

生が著しく多くなります。ハエの発生サイクルはとても短く数も多いため、効率

的なハエ対策は、幼虫のうちに行うことが肝要です。 

 

【対策】 

１ 環境整備 

 ハエの発生源をできるだけなくすことが大切です。そのために、水分と幼虫

の食べ物のある場所をつくらないよう、畜舎内の除ふん等清掃をしっかり行う

ことと、換気や排水に気をつけて乾燥した状態を保ちましょう。乾燥した場所

ではハエの卵は生きていけません。 

２ 殺虫剤の使用 

 成虫を捕殺しても、その後の発生を抑えることは困難です。幼虫の発生する

場所にＩＧＲ剤（脱皮阻害剤）等を使用して、幼虫のうちに駆除するようにし

ます。成虫に薬剤を用いる場合には、ハエが薬剤耐性を獲得することを防ぐた

め、３種類程度の異なる種類の薬剤を交互に用いることが重要です。 

 
 

これからの季節、ハエが多く見かけられるようになる前に

幼虫の発生場所を見つけだし、早めに対策を行いましょう。

大量のハエを発生させてしまってからでは、短期間でのハエ

の防除は困難です。 

 
 

 



★令和３年度 畜産試験場 研究成果発表会の動画配信について 
動画配信を行っております。 

下記 URL から視聴できますので、是非ご覧下さい。畜産試験場のホームページ

からも視聴可能です。 

「令和 3 年度畜産試験場研究成果発表会（11 課題）」 

URL：https://www.pref.gunma.jp/07/p182_00018.html  

 
★令和４年定期報告書の提出について 

期限内の提出にご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方は、

至急提出をお願いします。 

また、報告書に基づく飼養衛生管理の実施状況確認（立入調査）対象の飼養者

の方には電話連絡をいたしますので、調査のご協力をお願いいたします。 

《注意》 

・年内に畜舎等の増改築や増頭等を行った場合には再度提出をお願いします。 

・未報告の場合や飼養衛生管理基準が遵守されていないと判断された場合に

は、勧告や罰則の対象となり、農場で伝染病が発生した場合に国から支給さ

れる手当金が減額または不支給となる場合があります。 
 
 
 
★西部家畜保健衛生所の新体制について 

４月の人事異動により以下の転出・転入がありました。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 畜産業を廃業された方にこの「西部家保だより」が送付された場合は、誠にお

手数ですが、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

西部家畜保健衛生所 〒370-0074 高崎市下小鳥町２３３ 

TEL 027-362-2261(２４時間対応) FAX 027-362-2260 

新体制：転入者の（）内は、旧所属です。転出者の（）内は、転出先です。     


